
E電濁をしていて

経陪に思ったこと，

医師または患者さんに関

かれて因ったこと，医師に媛

霧照会して対応したがいまひとつ納

得できないこと，ありませんか? 皆さんの疑問

に各分野の専門家がお答えいたします。

処方医への履義照会の結果，処方せんの記

露肉容に霊更が生じた場合には，処方医か

ら訂正印をもらわないといけないのでしょうか。も

し，訂正印が不要であるならば，その損槌はどこに

あるのでしょうか。(匿名将望)

薬剤師が処方医へ疑義照会を行った場合は，

処方せん，部l剤録，薬1Eに.照会内容および

その回答結果を記入しなければなりませんが，後日，

処方医から変更個所について訂正印をもらう必要はあ

りません。

薬剤師による処方医への疑義照会は，薬剤師法にお

いて規定されています。薬剤師は，処方医へ処方せん

の内容について疑義照会を行った場合には.処方内容

の変~の有無にかかわらず，照会内容と回答内容を，

処方-せん (f備考」欄または 「処方J欄)および調斉1)録に

記入することが義務付けられています (表1)。さらに，

調剤報酬点数の薬剤j服用歴管理料を算定する際には，

忠者・ごとに作成された薬剤服用鹿の記録(薬陀)にも，

その嬰点を記載することが求められます (表2)。

疑義照会に当たり薬剤。iliに求められている規定とし

ては，両ij:iiliの薬剤mlij去と調剤報酬点数表に関するもの

しか見当たりません。すなわち.処方せんの記載内容

に変更が生じた場合の訂正印の必要性については.法

律上，どこにも明記されていません。そもそも 「訂正印

の必要a性はどこにも規定されていなしづというのが根拠

であるとも言えるでしょう。

過去，日本薬剤師会では，疑義照会に伴う変更後の
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ご質問をお寄せくだ

さい。要項lま53頁にあり

ます。なお，回答l立本民に指磁す

るととによってのみ行います。電話や

ファクシミりによる回答はご容赦くださ

い。また，特嫁なケースの質問は，採用されない

とともありますのであらかじめご才意ください。

トラブルを防止するという意味で，変更部分について

「後日，処方医から訂正印をもらうことが望ましいjと

説明してきました。しかし，その後.医薬分業が定着

し.その必要性がなくなってきたことからー数年前か

らはそのような説明は行わず，疑義照会の内容をきち

んと記録することを呼びかけています。

表1 疑義照会について(法令関係)

「守弔王L剤IJ師師

| 山 … 酬附
) 

第23条 <111告>

2 集計IJOIPは。処方せんに記載された|民薬品につき.その処

方せんを交付した医ßI~，的科i災 Mi又は獣医師の阿なを得た
場合を除くほか.これを変更して制斉1)しではならなし、

(処方せん'1'の疑義)

第24条 薬剤師は.処方せん巾に疑わしい点があるときは.

その処1jせんを交付した l火師.的科 1~~ r.W 又は獣医自由ーに I IlI

い合わせて.その疑わしい点を怖かめた後でなければ.

これによ って制剤 しではならな L、

(処んせんへの記入等)

第26条 ~剤削は， 1捌fiijしたときは.その処方せんに.湖

高Ihj奇みの旨(その淵:;1ljによ って，当該処方せんが調剤i行
みとならなかったときは.湖南リhll，湖剤1ド)1日その他!f
~+.労働省令で定める 司 1~.I1iを記入し.かつ.紀t，事 1 1 印し.

又は岩;名しなければならない。

t調布|録)

第28条<m:'I>

2 薬剤師は，'~5 fi，jで湖市l したときは.調剤録に I!/ ~ I '労働省
令で定める事項を記入しなければならなL、。ただし.その

調布lにより 当該処方せんが制剤if.fみとなったときは.この

|以りでない。

3 <冊品>
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薬剤師法施行規則

(処方せんの記入事項)

第15条 法第26条の規定により処方せんに記入しなければ

ならない事項は. iilM育IJi斉みの旨又は調布IJ:!tl:及び締剤年J1

日のほか.次のとおりとする。

] <時>

2 法第23条f!l;2J良の規定により医師. 1端科医削i又は獣医

師のlnJ意を得て処方せんに記紋された医薬品を変更して

fil，¥mJした場合には.その変更の内容

3 法第24条の規定により医師，的科 医師又は獣医Oiliに

疑わしいlxを縦かめた場合には，そのIf1I答の内符

(調剤録の記入事項)

第16条 法第28条第2.11'[の規定により潟両IJ録に妃入しなけ

ればならない事項は，次のとおりとする。

]-8 <自作>

9 IÌÎj条約 2~'及び司~3~まにtt.lげる事項

表2 疑義照会について(点数関係)

調剤報酬点数表

<茶年:管耳I¥fI->

区分10 薬剤服用歴管理料

ー~

(3) 築制服別経管理Htlーを算定する場合は， ~定期j服用E主の記
録に.次の事Jl'l符を記載する。

ア~イ<日i'i>

ウ 調邦11:1.処方内容に関する照会の要点等のZ措l弗lにつ

いての記録

エ~ス<HiI'r > 
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処方せんのf後発医聾昂への変更可J欄に処

方医のサインはありませんでしたが，患者

が先発医襲品から笹発医薬昂への変更を棺望したの

で，処方医へ連絡・確認を行い，後発医藁自に変更

して調剤しました。とのような場合，後日，処方医

から「後発医薬畠への蛮更司J欄にサインをもらわな

くても構わ怠いのでしょうか。(種名希望)

~ 

処方せんや調剤録などに，処方医へ連絡・確

認した内容を記入しなければなりませんが，後

日，処方医から，処方せんの「後発医薬品への変更可J

欄に署名または記名・押じJI(サイン)をもらう必要はあ

りません。

先発医薬品から後発医薬品への変更については，あ

らかじめ医師が処方せんの「後発医薬l日lへの変更可」欄

にサインすることで，保険薬局での調剤の際に可能と

なりますが，必ずしもすべての処方せんにサインがある

わけで、はありません。そのため，保険薬局では.患者

から「後発医北白lへ変更してほしいjと求められること

もあり，そのような場合には処方医へ連絡し，後発医

薬品へ変吏することについて確認をとることになります。

これは，通常の疑義照会と同じことです。したがっ

て，処方せん，調剤録，薬歴への記入は必要ですが，

後日，処方医から 「後発医薬品への変更可」欄に署名ま

たは記名・押印をもらうことは不要です。

i~発医薬ððlë:!
しとく定ささい



在宅患者笛間難問管理指導について質問が

あります。例えば，申邸静脈栄聾法の苅象

患者に鏑漉が28日分処方され，安定住の問題から7

自分ずつ調剤して患家に届ける場合，どのように算

定すればよいのでしょうか。(千葉県 匿名需望)

在宅患者訪問薬剤管理指導については，月の

1回目であれば500点，月の21fll日以降であれ

ば300点を算定します。また，通常は月41TI1を限度に

算定しますが.がん末期患者および1=1-1心静脈栄養法の
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対象患者に限り.月8匝I(週2回)まで算定することが

認められています。

なお?調斉IJ技術科については，調剤基214;料 (42点ま

たは19点)は1回目しか算定できませんが.ご質問の

ケースは長期投薬 (14EI分を超える投薬)にかかる分

制調剤であることから， 2IT!1目以降は5点を算定でき

ます。また，調剤キl(l斉IJのみの場合)については. 1 

回目(1-7日分)は35点， 2回目 (8-}4R分)は28

点， 3回目(15-211ニ|分)は5点，4回目 (22-28日分)

は9点となります (表3)。

表3 28日分処方を 7日分ずつ分割調剤した場合の調剤報酬点数

調剤基本料

調斉Ij料
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注:1却lのみを訓押lしたものと仮定。なお， f'l!:i'( 1'. 湖南IJ加りや事剤干!なと・[よ考慮.していない

調剤をしていて疑問に思ったこと.医師または患者さんに聞かれて困ったこと.
医師に疑義照会して対応したがいま一つ納得できないことはありませんか?

皆さまの媛聞に各分野の専門家がお答えいたします。どしどしご賀聞ください。

「質問の募集j要項

1.質問の範図

①実際の処方せんの疑義解釈に関する質問

例えI;f.処方医に疑義照会すべきかどうか迷っている実

例や疑義照会の際に処方医の指示で納得できないでいる

実例で専門家の意見が知りたい‘ という湯合など。

@保険調剤・調剤報酬などに関する質問

例え1;1:，どのよ うなケースが調剤矩否に該当するのか?

や.請求もれがあった湯合の対応は ?という質問な ど。

@調剤技術などに関する質問

例え1;1"， A散と B宋を配合してもよいか 7 また、 C

錠を粉砕してよいか ? という調剤技術上の質問など。

2.質問は文書で日本薬剤師会 『羽音IJと情報j係まで，ご連

絡ください。

3.主主上では匿名の扱いをいたしますが.さらに詳しい内容

をお聞きしないと回答できないこともありますので‘住

所，氏名、電話番号を必ず明記ください。

4.質問の採否ならびに回答者の選択は.編集委員会で決め

させていただきます。

5.質問ならびに回答は無料ですの

6.質問が採用された方には、じほうから図書カードが贈呈

されます。

ただし.*コーナーへの質問はあ くまでも f調剤と情報j誌に掲載を前鑓としておりますので.個人的・特殊な質問にはお答え

できません。ご7jjx.くださL、。 またT 回答は本誌面によってのみ行います。電話やファクシミりによる回答はご容赦ください。

送付先
〒160-8389 東京都新宿区田谷3-3-1富士・国保連ビル

日本薬剤師会 「調剤と情報J事務局

TEし03(3353) 1170 FAX.03 (3353) 6270 
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